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現
況
届
は
、
受
給
者
の
方
々
の

前
年
の
所
得
状
況
と
令
和
３
年
６

月
１
日
現
在
の
養
育
状
況
な
ど
を

確
認
し
、
受
給
資
格
の
有
無
を
審

査
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　

現
況
届
を
期
限
ま
で
に
提
出
し

な
い
場
合
、
引
き
続
き
受
給
資
格

が
あ
っ
て
も
、
６
月
分
か
ら
の
各

種
手
当
が
受
け
ら
れ
な
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こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　

現
況
届
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用
紙
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、
５
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下
旬

に
郵
送
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ま
し
た
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４
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で
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振
込
日
以
降
、
通
帳
で
お
確
か

め
く
だ
さ
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。
金
融
機
関
に
よ
っ

て
は
２
・
３
日
遅
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
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よ
う
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絡
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さ
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。
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▽
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２
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。
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す
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住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
を
対

象
に
、
申
請
に
よ
り
、
軽
減
措
置

介
護
保
険
軽
減
認
定
証
の
更

新
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か

が
受
け
ら
れ
る
認
定
証
を
交
付
し

て
い
ま
す
。

　
「
小
金
井
市
介
護
保
険
訪
問
介

護
等
利
用
者
負
担
助
成
認
定
証
」

で
は
、
訪
問
介
護
、
夜
間
対
応
型

訪
問
介
護
ま
た
は
第
１
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訪
問
事
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を
利
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す
る
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に
、
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用
者
負
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％
か
ら
６
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に
軽
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ま
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現
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、
認
定
証
を
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方
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７
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日
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。
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送
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で
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介
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。
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施
設
サ
ー
ビ
ス
利
用
時
の
食

費
・
居
住
費
（
滞
在
費
）
の
軽
減

措
置
を
受
け
ら
れ
る
「
介
護
保
険

負
担
限
度
額
認
定
証
」
を
住
民
税

非
課
税
世
帯
の
方
を
対
象
に
交
付

し
て
い
ま
す
。
負
担
限
度
額
は
下

表
の
と
お
り
で
す
。

　

現
在
、
認
定
証
を
お
持
ち
の
方

は
７
月　

日
（
土
）
で
有
効
期
間

３１

が
終
了
し
ま
す
。
対
象
の
方
に
は

６
月
中
旬
に
、
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に
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要
な
書

類
を
郵
送
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ま
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の
で
、
７
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１
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（
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ま
で
に
介
護
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課
で
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続
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を
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さ
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な
お
、
認
定
証
を
お
持
ち
で
な

い
方
で
施
設
サ
ー
ビ
ス
や
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
を
利
用
す
る
場
合
は
、

認
定
証
の
申
請
手
続
き
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。

　

住
民
税
非
課
税
世
帯
で
あ
っ
て

も
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
は
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。

▽
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▽
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超
え
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問負担限度額（日額）

対　象　者利用者
負担段階

食費居住費
短期入所
サービス

施設
サービス

ユニット型
個室多床室

３００円３００円　８２０円　０円住民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者、生活保護受給者第１段階

６００円３９０円　８２０円３７０円住民税非課税世帯で、合計所得金額と年金収入額の合計額
が８０万円以下の方第２段階

１,０００円６５０円１,３１０円３７０円住民税非課税世帯で、合計所得金額と年金収入額の合計額
が８０万円超１２０万円以下の方第３段階①

１,３００円１,３６０円１,３１０円３７０円住民税非課税世帯で、合計所得金額と年金収入額の合計額
が１２０万円超の方第３段階②

※渇年金収入額には遺族年金、障害年金等の非課税年金も含みます渇８月から適用となります

　市内在住のすべての妊婦の方を対象に面談を行っていま
す。
　感染症予防や妊婦さんの体調不良、そのほか家庭内のや
むを得ない事情のため、対面による面談が難しい妊婦さん
を対象にオンライン妊婦面談を実施します。
 月曜～金曜日いずれも午前９時～午後３時
 面談を受けた方にはお祝いの品（子ども商品券）を差し
上げます
 事前に、電話で健康課（☎０４２−３２１−１２４０）へ

時
他

申
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　東京都では、受験生チャレンジ
支援貸付事業として、中学校３年
生・高校３年生およびそれに準じ
るお子さんがいる一定所得以下の
世帯に、学習塾等受講料および高
校・大学等受験料の貸し付けを行
っています。高校・大学等に入学
すると申請により貸付金の返済が
免除されます。
【学習塾等受講料貸付金】
　中学校３年生・高校３年生およ
びそれに準じる方＝２０万円
【高校・大学等受験料貸付金】

　高校受験＝２万７,４００円（１回
あたり上限２万３,０００円・４回ま
で）、大学受験＝８万円
■申請期限令和４年２月上旬
 渇貸し付けには一定の要件を満
たす必要があります渇申し込みに
は数日かかるので、お早めにお申
し込みください
■相談・受付窓口社会福祉協議会
（☎０４２栗３８６栗０２９４）
 地域福祉課地域福祉係（☎０４２ 
栗３８７栗９９１５）

他

問

学習塾等受講料貸付金
　　　高校・大学等受験料貸付金

６月７日（月）から、
オンラインによる
妊婦面談を開始します

　まだ使えるけれど使わなくなった子ども用の本やおもちゃ
を、子どもたちが店員となって販売するフリーマーケットを
開催します。
 ６月６日（日）午後１時～４時３０分
 中町三丁目暫定広場（中
町３−１９）
 観光まちおこし協会（☎
０４２−３１６−３９８０ https:// 
koganei-ka 
nko.jp/even 
t/8116/右
記QRコード）
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農工大通り

JR中央線
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東小金井駅方面→


